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一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
」
（
平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
我
が
国
は
、
資
源
の
有
効
利
用
、

高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
減
容
化
・
有
害
度
低
減
等
の
観
点
か
ら
、
使
用
済
燃
料
を
再
処
理
し
、
回
収
さ
れ
る
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
等
を
有
効
利
用
す
る
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
の
推
進
を
基
本
的
方
針
と
し
て
い
る
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
同
計
画
に
お
い

て
、
「
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
専
門
的
な
判
断
に
委
ね
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に

よ
り
世
界
で
最
も
厳
し
い
水
準
の
規
制
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
判
断
を
尊
重
し
原
子
力
発
電
所

の
再
稼
働
を
進
め
る
」
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
、
お
尋
ね
の
大
間
原
子
力
発
電
所
の
稼
働
を
含
め
、
政
府
の
一
貫
し

た
方
針
で
あ
る
。


